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１）看護師の専門職的自律性における属性、先行要
件、帰結の抽出

　分析対象文献での専門職的自律性における属
性、先行要件、帰結に関する記載内容は表１のと
おりであった。分析の結果について、カテゴリー
を【】、サブカテゴリーを『』、項目を［］で示す。
（１）看護師の専門職的自律性の属性について
　　（表２）

　看護師の専門職的自律性の属性について、
74項目を抽出し、３つのカテゴリー【根拠と
自己の倫理観に基づいた、看護職としての独
立的態度と行動】【専門職としての役割の遂行】

４）分析対象文献
　分析対象とする文献15件（図１：A+B+C+D+
E+F）を表１に示す。

２．Walker & Avant分析による看護師の専門職的
　　自律性
　分析対象文献中に看護師の専門職的自律性の概念分
析を行った文献は１件であった（表１：７）。属性､
先行要件､ 帰結を明確に記載していた文献は概念分析
を主とした文献を除くと１件であった（表１：４）。

表２　専門職的自律性の属性
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つづき　表２　専門職的自律性の属性
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表３　専門職的自律性の先行要件
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表４　専門職的自律性の帰結
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【患者利益のための看護実践】が生成された。
　【根拠と自己の倫理観に基づいた、看護職と
しての独立的態度と行動】のカテゴリーは、
５つのサブカテゴリーからなり、『看護実践に
おいて根拠に基づく判断をし、自己決定する』
には、自律的な臨床判断を行うことや、患者
擁護のために権威に従属しない判断を行うな
どの６項目、『職務において根拠に基づく判断
をし、自己決定する』には、職務関連の独立
性や証拠重視の判断を行うことなど仕事全般
にかかる５項目、『看護専門職としての職業倫
理（規範）に基づく自己統制』には倫理的判
断や公共を目的とする、職務志向であるなど
の７項目、『個人の信念や価値観に基づく自己
統制』には、専門職としての信念や価値観、
個人の成熟に関する３項目、『職業人としての
規範に基づく自己統制』には、自分の仕事へ
の誇りや熱意、自律の促進など職務に対する
姿勢の10項目が含まれた。
　【専門職としての役割の遂行】のカテゴリー
は、４つのサブカテゴリーからなり、『医療
チームにおける主体的役割』には、医療チー
ムの中で一専門職としての役割発揮や患者も
含む他者との協働等の６項目、『自己改善と成
長』には、自己研鑽や生涯学習により学修を
続けることや改善に結び付ける専門性の蓄積
などの５項目、『専門性を発展させる力』には、
看護上の判断や実践から職業的価値を高める、
教育の進歩につなげる等の専門性を発展させ
る行動の９項目、『責任ある行動』には、看護
の実践に責任を持ち、患者家族、社会への説
明責任を持つなどの６項目が含まれた。
　【患者利益のための看護実践】のカテゴリー
は、２つのサブカテゴリーからなり、『先取り
と省察的実践』では、自己の知識や実践力を
過信せず省察から開発といった連関を循環さ
せ、予測する看護実践に役立てるといった10
項目、『患者志向である』には、対象の要求を
満たす、擁護するといった７項目が含まれた。

（２）看護師の専門職的自律性の先行要件につい
て（表３）

　看護師の専門職的自律性の先行要件につい
て、46項目が抽出され、３つのカテゴリー【知
識の基盤となる要因】【個人の成長への意欲】

【専門職が活躍できる環境】が生成された。
　【知識の基盤となる要因】は、２つのサブカ
テゴリーからなり、『基礎教育の高等化』には、

専門職としての背景となる長期的、体系的教
育において前提と捉える５項目、『経験を積み
経験知を得る』には、臨床の実践において知
識を得るための経験を積む４項目が含まれた。
　【個人の成長への意欲】のカテゴリーは、２
つのサブカテゴリーから成り、『知識・技術的
能力の増加を伴う経験』は、うまくいかなかっ
た経験や他者との協働に効果を得る等の８項
目、『看護師の実践と学習から学ぶ意欲と態度』
は、仕事に前向きに取り組み看護実践や機会
を通してさらに学ぶ意欲としての10項目が含
まれた。
　【専門職が活躍できる環境】のカテゴリーは、
３つのサブカテゴリーから成り、『高めあう人
間関係』には、直接かかわる医師との関係や
モデルの存在などの看護師が働く臨床状況な
どの６項目、『教育的環境を持った病院』には
病院の労働環境や研修制度など10項目、『社会
の変化に柔軟な組織』には社会における看護
師の位置づけが影響するような事柄において、
所属する病院が変化に対応することなどの３
項目が含まれた。

（３）看護師の専門職的自律性の帰結について
　　（表４）

　看護師の専門職的自律性の帰結について、
34項目が抽出され、３つのカテゴリー【患者
満足】【看護実践力の向上】【組織や社会への
貢献】が生成された。
　【患者満足】は、２つのサブカテゴリーから
成り、『患者・家族に実質的な改善の変化をも
たらす』には、対象への直接的ケアの影響を
もたらす看護実践等の４項目、『看護師と患者
との相互作用』には、患者と看護師との相互
作用の効果として患者の多様な価値が尊重さ
れる、さらなる看護実践の効果が導く看護師
－患者関係の深化などの４項目が含まれた。
　【看護実践力の向上】は２つのサブカテゴ
リーから成り、『看護師の自律性向上に発展す
る』には、看護の実践を通して得たことがさ
らにキャリアの発展や主体的な職務遂行につ
ながるといった11項目、『看護師のやりがいへ
つながる』には、看護師自身が仕事を通して
得る職務満足や次の看護への原動力となるな
どの６項目が含まれた。
　【組織や社会への貢献】は、２つのサブカテ
ゴリーから成り、『組織貢献につながる』には、
看護実践の活動がチームや組織へ発展的な影
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響を及ぼすこと等５項目が含まれ、『専門職の
発展につながる』には、看護実践や自律的な
行動が看護師という職業の専門職性の発展に
つながるといった４項目が含まれた。

２）看護師の専門職的自律性の概念の構成
　看護師の専門職的自律性の属性の３カテゴ
リー、先行要件の３カテゴリー、帰結の３カテゴ
リーと各カテゴリーを説明するサブカテゴリーを
構成要素とし、それぞれのカテゴリーの、時間的
に先行または後行する事象の関係を図式化した

（図２）。この図をもとに、看護師の専門職的自律
性の定義を、「独立的態度を持ち、専門職として
の役割を果たし、患者利益のための看護実践を行
う。」とした。

Ⅴ．考察
１．対象文献のWalker＆Avant分析における属性・
　　先行要件・帰結の関連
１）看護師の専門職的自律性の属性について

　属性は、【根拠と自己の倫理観に基づいた、看
護職としての独立的態度と行動】【専門職として
の役割の遂行】【患者利益のための看護実践】か
ら成り、看護師の専門職的自律性の概念の特徴を
示すものとなった。
　【根拠と自己の倫理観に基づいた、看護職とし
ての独立的態度と行動】は、看護師が主体的に考
え、自己の意思をもって判断し、行動することを
示すものであり、５つのサブカテゴリーからなる。

『看護実践において根拠に基づく判断をし、自己
決定する』は、主として患者に直接看護を行うこ

とに関して独立的に判断し行動する実践でClinical 
Autonomyが14)、『職務において根拠に基づく判
断をし、自己決定する』は、仕事全般における独
立的態度であり、共同チームや組織の課題、社会
の課題解決における意思決定において発揮される
Professional Autonomyが該当すると考えられる14)。
公正で責任ある保健医療システムの実現のために
専門職が主体としての連携をはかる必要性からも
3）、このカテゴリーのClinical Autonomyに該当す
る［根拠ある看護実践能力をもつ］（表１：13）
や［患者擁護の役割として権威に従属することな
く看護実践に自己決定をもたらし行動する］（表
１：７）、［患者の状態に合わせて臨機応変にケア
の方法を判断し行動する］（表１：15）などの
自律性の発揮は、看護の専門分野における専門
性の発揮であると考えられ、また、Professional 
Autonomyに該当する［職務関連の独立性がある］

（表１：２）や［証拠を重視（根拠に）した判断
を行う］（表１：６）は、保健医療システムの主
体としての役割において重要な態度と考える。『看
護専門職としての職業倫理（規範）に基づく自己
統制』には、［専門職集団による倫理規範を順守
する］（表１：１,12）や[雇用された組織ではな
く、職業集団に価値基準を準拠させて判断・行動
している] (表１：1)が生成された。これは、専
門職において社会的規範があることは適切な行動
様式として期待される役割であると定義されてお
り15）、看護師は自己の判断や行動が何に準拠す
るのかといった認識の根拠を置くひとつの場所は
社会的規範の専門職集団であることがあらわされ
たものと考える。さらに、本研究では［職務志向

図２　Walker＆Avant分析を参考とした看護師の専門職的自律性における属性・先行要件・帰結の関連
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（公共的）である］（表１：１,10）や[公益を目的
とする利他的態度・愛他的態度を持つ］（表１：
１）など公的な職務において行動することが示さ
れた。つまり、私事ではない、何かにより左右さ
れる自己の意思が自律的判断の基準ではなく、専
門職集団の倫理的規範に基づくことを含め看護師
の職務を認識することが自己統制であると考えら
れ、その職務の役割行動に至るまでを統制すると
とらえている。役割行動においては、多様なコン
フリクトに対峙する中で行為の主体性を確保しう
るか否かは役割交渉能力、役割適応能力、自己実
現能力の所持如何にかかることがあきらかである
16）。看護師が職務を認識し役割行動をとること
は、自身をコントロールすべき課題であると考え
る。また、『個人の信念や価値観に基づく自己統
制』には、[専門的な行動の根底にある信念と態
度] （表１：３, ９,10）や[実践において意思決定
するための自身の信念と価値観をもっている] （表
１：12,14）が含まれ、看護師自身が専門職で
あろうとすることや自律的であるための自己の態
度の根幹となる姿勢が示されたと考える。ここに
は、理性的に己を律する自己の成熟が現れており

（表１：７）、信念や価値観とともにあることが、
組織や社会の中で専門職としての姿勢において客
観的である評価を得られるものではないかと考え
る。『職業人としての規範に基づく自己統制』には、
熱意をもって働く、自分の仕事に誇りを持つや働
き方の裁量など、職務に向き合う姿勢が含まれて
いた。病院や組織に勤務する看護師は労働条件、
勤務条件のコントロールについては、それらを統
制できないことから伝統的な専門職要件は満たせ
ず（表：１, ２,10）、半専門職の域を出ないとさ
れる。しかし、Mundinger (1980)は、看護師自身
がコントロールされる環境にあって、その体制の
構造を問題と捉えるよりは、むしろその中に慣れ
親しみ自己を隠す姿勢を指摘した。社会的な課題
としてジェンダーや女性の職業が軽んじられる古
い文化も、看護師の自律性を妨げていると指摘さ
れるが5）6）7）、現代においても「看護師はコント
ロール（されている、配下にある）に影響を受ける」
という言葉が自律性の有無を示す用語として抽出
されることにおいて、看護師自身の受け身体質か
らの脱却が必要と考える。日本の社会において労
働条件、勤務条件のコントロール、職業範囲の規
制といった構造は今も変わらない。しかし、「近年、
組織のなかの専門職が増え、専門職の仕事が単独
で顧客にサービスを提供できなく、他の専門職と

の相互協力のセットで顧客に到達する。伝統的な
専門職論について、専門職研究における視座転換
の提起がされている」と示され50年以上が経過す
る17)。組織や社会の構造、文化など何らかの規制
に対し、自己がどのように行動するのかは、看護
師自身が自己統制をしない限り変わらない問題で
あり、意思決定や行動の基準を看護師の役割とし
て認識することが必要と考える。
　【専門職としての役割の遂行】は、役割遂行の
基礎となる行動として『医療チームにおける主体
的役割』『自己改善と成長』『専門性を発展させる
力』『責任ある行動』の４つのサブカテゴリーが
生成された。『医療チームにおける主体的役割』
においては、医療チームの中で [人間関係の相互
作用をはかる]に（表１：５, ６, ７）、患者を含め、
職種間での互いの効果性を尊重する事により（表
１：７）、患者にとって最善の利益をもたらすこと、
または不利益をもたらさない判断と行動として、
医師の指示内容に適切性の判断を行う事が（表１：
６,15）、チーム医療を推進するための専門職間
の協働における役割として示されたと考える。ま
た、『責任ある行動』では、患者に起こりえる身
体負荷を洞察し、ケア行為を判断するといった医
療の安全においてのリスク管理や行動への責任が
示されており、看護実践に責任を持つ上において
も患者・家族・社会に対しどのようなことを行動
しているのか説明責任を果たすことが役割である
ととらえられた。Mundinger (1980)は、医師また
は他の職種との共同するサービスにあっても看護
師が最も有能に提供できるものを特定し、クライ
アントが必要とし、受け取るサービスを確立する
こと、医療行為の制約と優先順位の中で患者が見
失われることがないことを保証することであり、
医療のための共同取り組みにおいて専門職として
サービスを提供する責任であり、クライアントの
最善の利益のために看護師が専門職としての役割
を果たすことを示唆している８）。本研究では、複
雑化する医療及び医療に関する専門職が増える中
で、専門職としての看護師の役割は、『専門性を
発揮させる力』をもち、自己の改善と成長を図る
ことを怠らず、常に備える努力、患者の利益を最
優先に、そして不利益がもたらされないために『責
任ある行動』により『医療チームにおける主体的
な役割』を果たすことであり、Mundinger (1980)
の示す看護師の専門職としての役割を裏付けるも
のとなった。
　【患者利益のための看護実践】では、サブカテ
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ゴリーとして『先取と省察的実践』が生成された
が、これは、看護実践を省察し、経験した事柄を
省察しながら自律的な臨床判断を開発する（表１：
４, ６, ８,11,15）といった新しいものへと更新
する、常に磨く姿勢が示されており、中でも、他
者の経験であっても自分の経験に取り入れ、振り
返り、活用する貪欲さ（表１：４,11）、ネガティ
ブな経験も次の機会に活かすこと（表１：４, ６）、
そして、予測して患者の状況変化に備え活用する
といった（表１：４, ６, ８,13,15）汎用性が重
要と考えられる。また自己の能力を過信せずに省
察から臨床判断につなげる実態は（表１：４,13）、
その慎重さが生命の尊厳に向き合う姿勢そのもの
であり、質的研究であるから見えたものであった。
　『患者志向である』には、患者の意向を尊重し、
擁護し、意向に沿った選択や実現に向ける事（表
１：３, ６, ９,11,14,15）やクライアントへの
コミットという職業的アイデンティティを持って
いることが示された（表１：８）。看護の専門職
としての看護実践は、対象である患者の利益を得
るためであることが目的として明確であり、省察
から観察力や判断力、実践力を改善し磨き、最大
限の努力を払うことが専門職的自律性の属性とし
て示されたと考える。
　専門職的自律性の属性について、看護師の自律
性の概念分析がなされた先行研究と本研究の共通
する点は、専門職として意思決定においてその判
断の準拠するところが社会的規範であることや、
患者擁護における患者志向においてであった11)。
しかし、専門職的自律性の属性に含まれる内容と
帰結との関係については異なっており、先行研究
では、自律性の属性には患者擁護のための意思決
定が中核であり、意思決定が行われた結果（帰結）
において、看護師への個人的影響として役割行動
が導出されている11)。本研究では、属性には、独
立的判断と職務志向や公共的であることを自己統
制し、判断し行動すること、【専門職としての役
割の遂行】までが含まれる。これは、自律的な実
践が必要であることを認知しても、行動するかど
うかが帰結に現れるのではなく、判断、態度・行
動までの一連が示されて初めて専門職的自律性が
発揮されていると考えられたものである。また、
本研究では、【専門職としての役割の遂行】にお
いて、『医療チームにおける主体的役割』や『責
任ある行動』といった人間関係の相互作用を図る
ことやメンバーシップ、他者への説明責任などが
示されている。近年のチーム医療の推進やタスク

シフト・シェアなどの医療提供体制における変化
に伴う専門職としての役割の変化が反映されてき
ていると考えられる。
２）看護師の専門職的自律性の先行要件について

　看護師の専門職的自律性の先行要件には、専門
職的自律性を身につけ、向上させるために必要な

【知識の基盤となる要因】【個人の成長への意欲】
【専門職が活躍できる環境】のカテゴリーが生成
された。【知識の基盤となる要因】については、
長期的体系的教育の基盤の必要性は言うまでもな
いが、本研究ではさらに基礎教育の高等化におい
て、看護学の素養や論理的思考を身につけている、
高度な知識体系、学術教育での教育を受けている
といった教育の内容が明らかになった。これまで
にも専門職的自律性に大学卒業や大学院修了の教
育背景が関連する報告がされている（表１：３,
６,12,13）。また、経験年数の長さが関連する報
告が多い中で（表１：１, ３, ４, ６, ９,13,14,15）、
本研究では【個人の成長への意欲】において、サ
ブカテゴリー『知識・技術的能力の増加を伴う経
験』が生成され、経験の具体的内容に意味がある
ことが明らかになった（表１：４, ６, ８）。患者
との関係性だけでなく、上司や先輩、同僚との
対人相互作用においてポジティブな経験をして
いる（表１：８）、逆に対人相互作用による負の
経験を乗り越えるといった（表１：６, ８）、看
護実践を通した多様な経験を積むこと、『看護師
の実践と学習から学ぶ意欲と態度』に、自己反省
し（表１：６, ９,13）、難しさに背を向けないな
どの（表１：６）、自己の仕事への肯定感及び専
門職たる認識が必要とされる示唆を得た。【専門
職が活躍できる環境】には、『高めあう人間関係』
に、先輩看護師や上司からの支援的態度（表１：
６, ８,15）、チームで支えあい協働する（表１：６,
７, ８）、臨床状況において医師の特徴に影響され
ない（表１：１, ２,10）、看護師が専門職として
認められているといった職場の人間関係（表１：
１, ２,10）、『教育的環境を持った病院』の教育
的アプローチを受ける（表１：11,12）、所属す
る専門領域の学習経験ができる教育環境（表１：
６, ７,15）などの看護師が働くごく近い周辺で
の経験と、『社会の変化に柔軟な組織』の、法整
備等に関する組織の動き（表１：１, ２,10）、職
業的規制などに影響を受ける組織であるかなどの
大きな環境が含まれており（表１: １, ２, ７,10）、
それらの社会はいずれも職場や社会における規範
16）となって看護師の成長過程において、看護師
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の役割の認知16）に影響するものになると考えら
れる。渡辺(1981)は、規定（規範）は、社会的相
互作用の過程において学習されるため、対人的な
行動の中で学習される別の準拠の場があることを
示している16）。また、その規範は、望ましいも
のであったとしても、社会システム自体の構造的
変化などにより、そのシステムに準拠する個人の
役割の規範的内容も変化する16）、そこからのコ
ンフリクトの発生による規範からの離脱もあるこ
とから16）、個人の判断や行動の基準が一定では
ないということも考えられる。本研究でも、専門
職の自律的判断が社会的規範の専門職集団に準拠
する一方で、専門職的自律性の先行要件の【知識
の基盤となる要因】での『経験を積み経験知を得
る』までの期間において、【個人の成長への意欲】
や【専門職が活躍できる環境】がどのような経験
の質であるかが問われることでもあると考えられ
る。さらに、看護職の自律的な行動には状況の文
脈における看護職としての役割の認知が深く関与
する８）、看護師の自律性を高めるには認知的側面
を促す必要性が指摘されており９）、社会の変化に
組織や職場がどのような影響を受けて変化しよう
と取り組むのか、旧態依然の変わらない風土であ
るのかは看護師の自律性の育成に影響する重要な
位置づけであると考えられる。
３）看護師の専門職的自律性の帰結について

　看護師の専門職的自律性の帰結には、【患者満
足】【看護実践力の向上】【組織や社会への貢献】
のカテゴリーが生成されたが、【患者満足】には、
現存する苦痛症状などの身体負荷の回避・軽減の
みならず、予測やアセスメント効果を発揮した直
接的ケアによる治療の効果が図れる、患者と看護
師の相互作用により、両者がエンパワメントされ
ると示され（表１：７）、専門職的自律性の発揮
が看護師と患者の相互作用を発展させることが期
待される。
　【看護実践力の向上】においては、専門職的自
律性の発揮が看護師の自律性向上に発展すると
いった、看護師個人の自律的な臨床判断が磨かれ
る（表１：４）、セルフエフィカシーを高める（表１：
５）、主体的な職務遂行（表１：５）、職業的アイ
デンティティが高まる（表１：７）、看護師自身
の職務満足や役割葛藤の軽減（表１：７）、次の
看護への原動力となる（表１：15）、やりがい
へとつながっていた。しかし、ここまでの成果と
なるまでには短期間で達成できることは考えにく
く、自律性が向上するまでの期間において、都度

の看護実践の積み重ねやその繰り返しを丁寧に省
察するという属性の実践の継続が重要と考える。
また、専門職的自律性の属性には、専門職として
の役割行動に医療チーム内での人間関係の相互作
用を図る、専門性を発揮させる力において専門
職育成に積極的に関与する、専門職としてのメン
バーシップを図り医療専門家としての社会的責任
を持つといった周囲を巻き込む行動が見られた。
加えて、先取りと省察的実践を行い、患者志向性
を持ち患者利益のために行動する専門職的自律性
の発揮が、帰結において、患者との相互作用への
発展だけではなく、【組織や社会への貢献】をも
たらすことが考えられる。
　これまでの先行研究では、看護師の自律性が高
められるには経験年数を要する（表１：１, ３, ４,
６, ９,13,14,15）職場の同僚（表１：12）や
上司（表１：８）からのサポートが自律性向上に
関連することも明らかである。また、看護師の専
門職的自律性が勤務経験の３～５年くらいに急速
に上昇、６年目程に一時停滞しその後上昇すると
の20)、経験を積むだけでは順調に伸び続けるわ
けではないことも明らかである（表１：13）。一
方で、職場による違いの影響については異なる
18)19)。測定方法の偏りなど研究が十分なされて
おらず（表１：２）、一定の見解でないことも考
えられるが、理由は明らかではない。これまで専
門職的自律性に影響することやその影響の違いが
なぜあるのか、どのような経験の内容が影響する
のか関連する要因の報告はあるが、総合的に分析
した結果は明らかではなかった。また先行研究に
示されてきた看護師の専門職的自律性による実践
の先において、どのような効果があるのかは明ら
かでなかった。本研究では、看護師の専門職的自
律性の概念構成において、先行要件には、長期的
な教育体系における論理的思考が育成されること
に加え、看護実践の経験知には負の経験も含めて
次の実践につなげる糧とした具体的内容、また社
会の動きに伴う職場の環境や人間関係が影響する
具体的な内容が明らかとなった。そして、属性に
おいて独立的態度を行使し、看護実践に責任を持
ち専門職としての役割を遂行することが看護師の
専門職的自律性の概念の特徴であること、専門職
的自律性の高い看護師が行う看護実践には看護実
践の省察と改善による繰り返しが図られてその実
践が高められ、それらの成果が帰結となることを
明らかにした。



東京医療保健大学 紀要
第１号　2025年 看護師における専門職的自律性の概念構成に関する文献レビュー

−47−

２．「看護師の専門職的自律性」の概念
　看護師の専門職的自律性の概念は、看護師の専門職
的自律性の属性・先行要件・帰結から成り、それぞれ
のカテゴリーの、時間的に先行または後行する事象の
関係から構成した（図２）。
　看護師の専門職的自律性の属性では、患者利益のた
めの看護実践を行うために独立的態度を行使し、看護
実践に責任をもって専門職としての役割を遂行するこ
とが中核を成すと考えられた。しかし、看護師の専門
職的自律性の先行要件として、専門職的自律性を確立
するまでの間に所属する集団の中で経験の質を獲得し
ており、専門職的自律性の属性にどのように影響する
のかは明らかではないが、影響するとすれば帰結にも
たらされる結果も変化することが考えられる。その経
験の質とは、専門職としての教育体系整備や臨床での
有効な経験知の積み上げ、個人が仕事へ肯定感を持ち
あらゆる経験を学習として取り込んでいくこと、社会
の変化に職場も個人も対応できる力と考えられ、看護
師個人のみでなく、看護師が所属する組織がどのよう
に看護師の専門職的自律性を発展させていくかが問わ
れる課題ともなると考える。
　Walker & Avantの分析において、看護師の専門職
的自律性の先行要件は専門職的自律性の属性に対し時
間的に先行するものであり、看護師の専門職的自律性
の帰結はその属性の実践の結果であるが、看護実践に
おいて看護サービスの特徴であるサービス提供時の同
時消費性からみれば、実践の結果はその場で効果を成
すといった帰結も考えられれば、同時にその効果を実
践として活用し、またその場で消費するといった繰り
返しやその積み重ねが帰結となることも考えられる。
さらに、看護実践は省察を繰り返すことからも、帰結
からの属性へまたは先行要件へフィードバックがされ
ることが考えられるが、本研究ではその関連において
は明らかではない。

研究の限界
　本研究では、看護師の専門職的自律性の概念の構成
要素となる属性・先行要件・帰結を先行文献から抽出
し、その関連性から看護師の専門職的自律性の概念を
定義した。しかし、構成要素である属性・先行要件・
帰結の関連は検討できても、文献からの抽出にとどま
る。それらが活用されて概念をなすかの検証について
は、今後において看護実践事例を用いた質的分析及び
当概念構成からとらえた専門職的自律性の量的測定に
より検証していくことが課題である。

Ⅵ．結論
１．専門職的自律性の概念分析をキーワードに基づい

て抽出した15件の文献から検討した。

２．Walker & Avantの分析方法を参考に、対象文献
から看護師の専門職的自律性の属性・先行要件・
帰結を抽出し、属性は【根拠と自己の倫理観に基
づいた、看護職としての独立的態度と行動】【専
門職としての役割の遂行】【患者利益のための看
護実践】の３つのカテゴリー、先行要件は【知識
の基盤となる要因】【個人の成長への意欲】【専門
職が活躍できる環境】の３つのカテゴリー、帰結
は、【患者満足】【看護実践力の向上】【組織や社
会への貢献】の３つのカテゴリーが生成された。

３．看護師の専門職的自律性の概念分析において、属
性・先行要件・帰結から概念構成した。属性にお
いて、患者利益のための看護実践を行うために独
立的態度を行使し、看護実践に責任をもって専門
職としての役割を遂行することの概念の特徴が明
らかとなった。先行要件は属性に時間的に先行し
て影響し、帰結は属性における看護実践や行動後
の結果となるが、看護実践は省察を繰り返すこと、
看護サービスの同時消費性による特徴から、これ
らは同時進行もあり、先行要件・属性・帰結にお
ける関連やカテゴリー間の関連については検証が
必要である。
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